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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
三
〇
六
〕

判例研究

昭
和
二
九
8
（
畷
鵬
嘱
蝶
杁
贈
）

　
一
　
民
訴
旧
七
五
九
条
の
特
別
事
情
は
仮
処
分
申
請
事
件
の
口
頭
弁
論

　
　
に
お
い
て
抗
弁
と
し
て
主
張
で
き
る
か
（
積
極
）

　
二
　
被
保
全
権
利
と
金
銭
的
補
償
能
否
の
判
断
の
標
準

　
　
仮
処
分
申
請
事
件
（
最
高
裁
昭
和
二
九
年
四
月
三
〇
日
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
　
瓦
・
L
（
原
告
・
被
控
訴
人
．
上
告
人
）
、
Y
（
被
告
．
控
訴
人
．
被
上
告

　
　
人
）
お
よ
び
A
（
訴
外
・
故
人
）
の
四
人
は
．
飲
食
店
営
業
を
目
的
と
す
る
民

　
　
法
上
の
組
合
を
組
織
し
、
渇
が
対
外
折
衝
（
税
務
・
警
察
等
）
を
担
当
す
る
組

　
　
合
代
表
者
、
A
は
労
務
担
当
者
、
Y
は
そ
の
他
の
業
務
執
行
者
に
就
任
し
た
。

　
　
し
か
し
、
①
Y
は
組
合
規
約
に
従
っ
た
利
益
分
配
を
行
わ
な
か
っ
た
、
②
A
は
、

　
　
昭
和
二
五
年
一
二
月
二
二
日
、
死
亡
に
よ
り
組
合
よ
り
脱
退
し
た
に
も
か
か
わ

　
　
ら
ず
、
Y
は
A
の
遺
族
に
A
の
受
け
る
べ
き
給
料
分
配
を
継
続
し
、
昭
和
二
六

　
　
年
六
月
の
瓦
・
L
ら
に
よ
る
中
止
要
請
に
も
応
じ
な
か
っ
た
．
③
昭
和
二
六
年

　
　
六
月
末
、
瓦
・
L
の
依
頼
に
基
づ
く
訴
外
B
に
よ
る
組
合
帳
簿
の
閲
覧
検
査
を

　
　
拒
否
し
た
、
④
瓦
・
L
に
よ
る
従
業
員
の
配
置
転
換
申
し
入
れ
を
Y
は
拒
絶
し

　
　
た
等
、
Y
の
組
合
員
た
る
義
務
に
違
反
す
る
行
為
の
数
々
に
よ
っ
て
、
組
合
内

　
　
部
の
融
和
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
、
か
つ
当
初
の
組
合
契
約
締
結
の
目
的
を
達
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
昭
和
二
六
年
七
月
一
四
日
、
瓦
・
濁
、

　
　
す
な
わ
ち
Y
を
除
く
組
合
員
の
全
員
に
よ
っ
て
、
Y
を
業
務
執
行
者
か
ら
解
任

　
　
す
る
旨
の
決
議
を
行
い
、
Y
に
通
知
し
た
が
、
通
知
後
も
Y
は
依
然
と
し
て
そ

の
地
位
に
と
ど
ま
り
、
業
務
執
行
を
継
続
す
る
の
で
、
瓦
・
濁
は
、
Y
に
対
し

て
業
務
執
行
権
不
存
在
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
（
本
案
）
。
ま
た
、
X
・
兄

は
、
Y
の
業
務
執
行
に
よ
っ
て
回
復
す
べ
か
ら
ざ
る
損
害
を
被
る
虞
あ
り
と
し

て
、
Y
に
対
す
る
業
務
執
行
停
止
お
よ
び
職
務
代
行
者
選
任
の
仮
処
分
を
申
請

し
、
第
一
審
は
一
〇
万
円
の
保
証
を
条
件
と
し
て
仮
処
分
を
命
ず
る
判
決
を
し

た
。　

Y
は
、
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
、
上
記
①
～
④
に
つ
い
て
争
い
．

原
判
決
の
取
消
し
を
求
め
る
と
と
も
に
、
予
備
的
に
．
民
訴
旧
七
五
九
条
の
特

別
事
情
を
主
張
し
て
、
保
証
を
条
件
と
す
る
原
判
決
の
取
消
し
を
求
め
た
。
そ

の
主
張
さ
れ
た
特
別
事
情
は
、
職
務
代
行
者
に
よ
る
経
営
成
績
は
著
し
く
低
下

し
て
お
り
、
ま
た
実
質
上
瓦
・
L
が
職
務
代
行
者
を
ロ
ボ
ッ
ト
に
し
て
自
ら
経

営
し
て
い
る
に
等
し
く
、
Y
の
立
場
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
X
・
L
は
．
仮
処
分
が
取
消
さ
れ
る
と
、
Y
に
よ
る
独
善
的
経

営
が
復
活
し
、
混
乱
に
拍
車
を
掛
け
る
こ
と
に
な
り
、
瓦
・
L
に
と
っ
て
精
神

的
に
堪
え
難
い
無
形
的
な
回
復
不
能
の
損
害
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
は
金
銭
的
補

償
を
も
っ
て
償
い
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
仮
処
分
の
被
保

全
権
利
は
瓦
・
L
の
有
す
る
解
任
権
で
あ
る
か
ら
、
非
財
産
権
上
の
形
成
権
で

あ
り
、
金
銭
的
補
償
は
不
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
件
に
お
い
て
は
仮
処
分
を

取
消
す
べ
き
特
別
事
情
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
た
。

　
控
訴
審
は
、
上
記
①
～
④
に
関
す
る
双
方
の
主
張
、
疎
明
か
ら
、
「
本
件
仮
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処
分
請
求
の
理
由
及
び
仮
処
分
の
必
要
性
の
疎
明
が
足
り
な
い
か
ら
、
相
当
の

保
証
を
立
て
さ
せ
て
疎
明
の
不
足
に
代
え
て
適
当
な
仮
処
分
を
命
ず
べ
き
場
合

で
あ
る
と
考
え
る
。
」
と
し
、
原
審
が
し
た
仮
処
分
判
決
は
相
当
で
あ
る
と
認
め

た
。
そ
の
上
で
、
「
本
件
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
は
、
」
・
L
の
有
す
る

組
合
の
業
務
執
行
者
の
解
任
権
の
行
使
に
由
来
す
る
と
は
い
え
、
右
仮
処
分
の

取
消
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
業
務
執
行
権
不
存
在
確
認
の
本
案
訴
訟
の
確
定
す

る
ま
で
Y
が
組
合
業
務
を
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
L
．
L
の
被
る
こ
と
あ
る

ぺ
き
損
害
は
、
組
合
財
産
、
組
合
営
業
の
運
営
上
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、

金
銭
に
よ
っ
て
償
わ
れ
得
る
も
の
と
認
め
る
」
と
し
、
控
訴
に
併
せ
て
民
事
訴

訟
法
（
旧
）
第
七
五
九
条
に
基
づ
い
て
特
別
の
事
情
に
よ
る
右
仮
処
分
判
決
の

取
消
を
求
め
る
Y
の
予
備
的
申
立
を
認
め
、
「
仮
処
分
判
決
は
、
Y
に
お
い
て

瓦
・
」
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
二
五
万
円
の
保
証
を
立
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

取
消
す
」
旨
の
判
決
を
し
た
。

　
L
・
L
は
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
上
告
。
主
な
上
告
理
由
は
，
（
イ
）
仮
処
分

申
請
控
訴
事
件
に
別
個
の
事
件
た
る
特
別
事
情
に
よ
る
取
消
申
立
事
件
を
併
合

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
（
ロ
）
本
件
仮
処
分
の
取
消
に
よ
り
瓦
・
L
の
蒙
る

損
害
が
仮
に
財
産
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
損
害
額
の
算
定
な
ら

び
に
立
証
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
主
張
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
控
訴
審
は
、
民

事
訴
訟
法
（
旧
）
第
七
五
九
条
の
解
釈
を
誤
り
、
こ
れ
を
無
視
し
た
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
最
高
裁
は
以
下
の
理
由
を
も
っ
て
上
告
を
棄
却
し
た
。

コ
　
仮
処
分
事
件
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
債
務
者
は
一
の
抗
弁
と
し
て
民

訴
（
旧
）
七
五
九
条
の
特
別
事
情
に
よ
る
仮
処
分
取
消
の
申
立
を
な
す
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
抗
弁
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
控
訴

審
に
お
い
て
も
随
時
提
出
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
而
し
て

Y
が
原
審
で
な
し
た
特
別
事
情
に
よ
る
仮
処
分
取
消
の
申
立
は
、
な
ん
ら
所
論

の
如
き
別
個
独
立
の
申
立
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
本
件
仮
処

　
　
　
　
　
　
ヤ

分
申
請
事
件
に
お
い
て
抗
弁
と
し
て
な
さ
れ
た
趣
旨
で
あ
り
、
原
審
も
こ
の
趣

旨
に
基
き
本
件
仮
処
分
申
請
事
件
自
体
の
審
判
を
し
て
い
る
こ
と
は
本
件
記
録

上
明
白
で
あ
る
。
（
殊
に
、
記
録
に
よ
れ
ば
原
審
は
所
論
特
別
事
情
に
よ
る
仮

処
分
取
消
の
申
立
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
独
立
の
申
立
事
件
と
し
て
立
件
す
る

こ
と
な
く
、
本
件
に
つ
い
て
は
終
始
昭
和
二
七
年
（
ネ
）
第
四
〇
一
号
仮
処
分

申
請
控
訴
事
件
と
し
て
審
理
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
．
こ
れ
に
対
し
当
事
者
も

異
議
な
く
弁
論
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
到
底
所
論
の
如
く
．

右
特
別
事
情
に
よ
る
仮
処
分
取
消
の
申
立
を
別
個
独
立
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
）
。

二
　
仮
処
分
に
よ
っ
て
保
全
せ
ら
る
ぺ
き
権
利
が
金
銭
的
補
償
に
よ
っ
て
そ
の

終
局
の
目
的
を
達
し
得
る
か
ど
う
か
は
本
案
訴
訟
に
お
け
る
請
求
内
容
お
よ
び

当
該
仮
処
分
の
目
的
等
諸
般
の
状
況
に
照
ら
し
・
社
会
通
念
に
従
い
客
観
的
に

考
察
し
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
略
）
そ
し
て
、
か
か
る
見
地
か
ら
考
察
す

れ
ば
、
本
件
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
、
原
審
が
仮
処
分
金
銭
的
補
償
の
可
能

を
理
由
と
し
て
本
件
仮
処
分
取
消
の
判
断
を
し
た
の
は
首
肯
す
る
に
足
り
る
。

な
お
、
（
略
）
本
件
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
所
論
瓦
・
瓦
の
蒙
る
損
害

は
、
未
だ
右
金
銭
的
補
償
を
不
可
能
視
す
る
を
相
当
と
す
る
程
度
に
著
し
く
立

証
が
困
難
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
」

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
　
民
事
訴
訟
法
七
五
九
条
は
、
特
別
事
情
が
存
在
す
る
と
き
は
保
証
を

立
て
さ
せ
た
上
で
仮
処
分
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
。
こ
れ

は
仮
差
押
に
つ
い
て
保
証
の
提
供
に
よ
っ
て
仮
差
押
の
取
消
し
を
認
め
て

い
る
民
訴
旧
七
四
七
条
第
一
項
後
段
を
仮
処
分
に
準
用
す
る
に
あ
た
っ
て

の
特
則
で
あ
る
。
本
来
仮
処
分
は
、
債
務
者
に
よ
る
金
銭
的
な
保
証
の
提

供
に
よ
っ
て
は
満
足
で
ぎ
な
い
場
合
に
申
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
敢
え
て
保
証
に
よ
っ
て
担
保
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
足
り
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る
だ
け
の
特
別
の
事
情
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
保
証

の
提
供
に
よ
る
仮
処
分
の
取
消
し
に
つ
い
て
の
右
の
特
則
が
設
け
ら
れ
た

　
　
（
1
）

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
民
事
訴
訟
法
旧
七
四
五
条
第
二
項
に
よ
る
仮
処
分

異
議
手
続
に
お
い
て
保
証
の
提
供
を
条
件
と
し
て
仮
処
分
を
取
り
消
す
場

　
　
　
　
　
　
（
2
）

合
に
も
同
様
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
仮
処
分
申
請
手
続
な
い
し
そ
の
控
訴

審
に
お
い
て
も
、
特
別
事
情
の
存
在
を
抗
弁
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

め
た
も
の
で
あ
り
．
こ
の
点
に
つ
い
て
反
対
す
る
学
説
は
な
い
。
本
件
上

告
代
理
人
で
あ
っ
た
吉
川
博
士
も
、
被
上
告
人
の
特
別
事
情
の
主
張
が
、

抗
弁
で
は
な
く
独
立
の
取
消
申
立
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

こ
れ
を
控
訴
審
が
是
認
し
た
の
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
は
い
る
が
、

最
高
裁
が
認
定
し
た
よ
う
に
、
抗
弁
と
し
て
主
張
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
れ
ば
問
題
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　
現
行
法
の
下
で
も
、
決
定
主
義
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
保
全
異
議
．
保

全
取
消
両
手
続
と
も
並
存
し
て
お
り
、
そ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
解
釈

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
判
決
の
先
例
と
し
て
の
意
義
は
失
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
両
手
続
が
統
合
さ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
保
全
処
分
申
請
手
続
に
お
い
て
抗
弁
と
し
て
特
別
事
情
を
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
は
残
る
の
で
、
民
事
保
全
法
の
下
で
も

本
判
決
の
先
例
と
し
て
の
意
義
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。

二
　
仮
処
分
を
取
り
消
す
た
め
の
特
別
事
情
に
つ
い
て
、
通
説
判
例
は
被

保
全
権
利
の
金
銭
的
補
償
可
能
性
と
債
務
者
に
異
常
な
損
害
が
生
じ
る
虞

れ
と
に
類
型
化
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
あ
れ
ば
仮
処
分
の
取
消
し
を
認
め

　
　
　
　
（
6
）

る
と
し
て
い
る
。

　
本
判
決
は
、
右
の
要
件
の
う
ち
金
銭
的
補
償
可
能
性
に
つ
い
て
、
そ
の

認
定
基
準
を
示
し
た
大
審
院
昭
和
一
八
年
一
〇
月
九
目
判
決
（
民
集
二
二

巻
一
〇
二
三
頁
）
を
最
高
裁
が
踏
襲
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
に

従
っ
て
、
民
法
上
の
組
合
に
お
け
る
職
務
執
行
者
の
職
務
執
行
停
止
・
代

行
老
選
任
の
仮
処
分
に
つ
い
て
、
金
銭
補
償
の
可
能
性
を
認
め
た
も
の
で

あ
る
。

　
こ
の
事
実
認
定
に
つ
い
て
特
別
な
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
も
の
は
な

い
が
、
会
社
の
取
締
役
等
の
職
務
執
行
停
止
・
代
行
者
選
任
の
仮
処
分
に

つ
い
て
は
、
取
り
消
し
た
場
合
の
損
害
が
広
範
に
及
び
、
そ
の
全
部
の
立

証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
金
銭
補
償
の
可
能
性
を
否
定
し
た
東
京

地
裁
昭
和
二
九
年
五
月
二
八
日
判
決
（
下
民
集
五
巻
五
号
七
四
一
頁
）
や

京
都
地
裁
昭
和
三
六
年
八
月
一
五
日
判
決
（
下
民
集
一
二
巻
八
号
一
八
八

八
頁
）
が
あ
り
、
本
判
決
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
お
そ
ら
く
、
本
件

は
株
式
会
社
の
取
締
役
等
と
は
異
な
り
、
比
較
的
小
規
模
な
飲
食
店
（
中

華
料
理
屋
）
の
共
同
経
営
者
間
の
主
導
権
争
い
で
あ
り
、
も
と
も
と
分
配

金
の
扱
い
を
巡
る
紛
争
が
こ
じ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
組

織
の
経
営
な
い
し
業
務
執
行
に
絡
む
も
の
は
そ
の
範
囲
が
広
範
で
あ
る
こ

と
か
ら
原
則
と
し
て
は
損
害
立
証
が
困
難
で
あ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
り
、

こ
の
点
で
は
民
法
上
の
組
合
の
職
務
執
行
老
も
株
式
会
社
の
取
締
役
と
変

わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
あ
る
か
ら
．
民
法
上
の
組
合
の
職

務
執
行
者
に
よ
る
職
務
執
行
に
つ
い
て
金
銭
的
補
償
可
能
性
を
認
め
た
本

判
決
は
、
た
と
え
こ
の
結
論
が
本
件
に
お
い
て
は
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
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と
し
て
も
、
民
法
上
の
組
合
の
業
務
執
行
に
つ
い
て
の
先
例
と
し
て
一
般

化
す
る
ぺ
き
で
は
な
い
。

三
　
現
行
法
下
で
は
、
民
事
保
全
法
三
九
条
に
お
い
て
、
特
別
事
情
と
し

て
特
に
回
復
不
能
の
損
害
（
異
常
損
害
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
）
だ
け

を
例
示
し
た
。
こ
れ
は
、
金
銭
補
償
可
能
性
を
特
別
事
情
の
内
容
か
ら
排

除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
近
年
、
金
銭
的
補
償
可
能
性
に
つ
い
て
特
別
事

情
と
い
う
形
で
比
較
衡
量
さ
れ
る
べ
き
債
権
者
側
の
事
情
の
一
つ
に
す
ぎ

ず
、
金
銭
的
補
償
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、
さ
ら
に
仮
処
分
に

よ
る
債
務
老
側
の
損
害
と
仮
処
分
の
取
消
に
よ
る
債
権
者
側
の
損
害
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

比
較
衡
量
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
考
慮
し
、
特
に
規
定
を
置
か
ず
に
今
後
の
解
釈
の
深
化
を
待
つ
趣
旨
と

　
　
　
　
（
8
）

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
判
決
の
先
例
と
し
て
の
意
義
は
失
わ
れ
て

い
な
い
が
、
仮
処
分
に
つ
い
て
解
放
金
制
度
を
規
定
す
る
民
事
保
全
法
二

五
条
が
、
そ
の
対
象
を
係
争
物
に
関
す
る
仮
処
分
に
限
定
し
て
い
る
こ
と

か
ら
し
て
も
、
金
銭
的
補
償
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
仮
処
分
の
取

消
を
認
め
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
も
、
よ
り
慎
重
な
配
慮
が
望
ま

れ
る
。

四
　
以
上
の
よ
う
に
、
判
旨
そ
れ
自
体
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
特

に
議
論
は
な
い
が
、
仮
処
分
申
請
手
続
に
お
い
て
特
別
事
情
を
抗
弁
と
し

て
主
張
す
る
こ
と
の
可
否
と
特
別
事
情
と
し
て
の
金
銭
的
補
償
可
能
性
の

認
定
基
準
の
二
点
に
つ
い
て
最
高
裁
が
判
断
し
た
初
め
て
の
事
案
で
あ
り
、

金
銭
的
補
償
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
の
一
つ
と
し
て
参
照
す
べ
き
判

例
で
あ
る
。

（
1
）
吉
川
大
二
郎
『
保
全
処
分
の
研
究
』
（
昭
和
二
九
年
、
第
七
版
、
弘
文
堂
）

　
三
七
七
頁
参
照
。

（
2
）
吉
川
・
研
究
三
八
五
頁
、
原
井
龍
一
郎
「
金
銭
補
償
可
能
の
判
定
基
準
，

　
申
請
事
件
に
お
け
る
主
張
」
保
全
判
例
百
選
（
昭
和
四
四
年
）
一
二
六
頁
、
鈴

　
木
忠
噌
・
三
ケ
月
章
編
『
注
解
民
事
執
行
法
（
6
）
』
〔
西
山
俊
彦
〕
（
昭
和
五
九

　
年
、
第
一
法
規
）
二
八
八
頁
、
西
山
俊
彦
『
新
版
保
全
処
分
概
論
』
（
昭
和
六
〇

　
年
、
一
粒
社
）
一
八
二
頁
以
下
、
菊
井
維
大
顎
村
松
俊
夫
”
西
山
『
三
訂
版
仮

　
差
押
・
仮
処
分
』
（
昭
和
五
七
年
、
青
林
書
院
新
社
）
四
二
哨
頁
以
下
．
入
江

　
正
信
「
仮
処
分
決
定
に
対
す
る
異
議
事
由
と
事
情
変
更
お
よ
び
特
別
事
情
に
よ

　
る
取
消
事
由
と
の
相
互
関
係
」
村
松
裁
判
官
還
暦
記
念
『
仮
処
分
の
研
究
（
上

　
巻
・
総
編
）
』
（
昭
和
四
〇
年
、
日
本
評
論
社
）
一
六
一
頁
、
原
井
「
特
別
事
情

　
に
基
づ
く
仮
処
分
の
取
消
し
」
吉
川
博
士
還
暦
記
念
『
保
全
処
分
の
体
系
〔
下

　
巻
〕
』
（
昭
和
四
一
年
、
法
律
文
化
社
）
九
一
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
3
）
赤
塚
信
雄
「
保
全
処
分
決
定
に
対
す
る
異
議
事
由
」
丹
野
・
青
山
善
充
編

　
『
裁
判
実
務
大
系
第
4
巻
・
保
全
訴
訟
法
』
（
昭
和
五
九
年
、
青
林
書
院
新
社
）

　
四
〇
四
頁
、
原
井
・
百
選
一
二
六
頁
参
照
。
な
お
、
一
審
で
特
別
事
情
の
存
在

　
を
肯
定
し
た
場
合
の
裁
判
形
式
は
、
民
訴
旧
七
四
三
条
・
七
五
四
条
を
準
用
し
、

仮
処
分
執
行
の
解
放
金
額
を
仮
処
分
命
令
に
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
の
が
．
判

　例・

多
数
説
（
大
判
大
正
一
〇
年
五
月
一
一
日
民
録
二
七
輯
九
〇
三
頁
、
大
阪

　高

決
昭
和
二
九
年
二
月
五
日
高
裁
民
集
七
巻
一
五
三
頁
、
吉
川
・
研
究
三
七
九

　
頁
な
ど
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
民
訴
旧
七
四
五
条
第
二
項
を
類
推
し
、
保

証
を
解
除
条
件
と
す
る
仮
処
分
命
令
を
発
す
ぺ
ぎ
と
す
る
の
は
．
兼
子
一
『
増

補
強
制
執
行
法
』
（
昭
和
五
二
年
、
第
三
六
版
、
酒
井
書
店
）
三
一
三
頁
。
本

　件は、

控
訴
審
で
初
め
て
特
別
事
情
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
保
証
の
提
供
を
条

　件と

す
る
原
審
判
決
の
取
消
し
と
い
う
形
に
な
り
、
右
の
問
題
は
生
じ
な
い
。

（
4
）
　
民
商
法
雑
誌
一
三
巻
三
号
（
昭
和
三
〇
年
）
三
四
〇
頁
。

（
5
）
豊
澤
佳
弘
「
事
情
変
更
、
特
別
事
情
に
よ
る
保
全
取
消
し
』
ジ
ュ
リ
ス
ト

128



臨
時
増
刊
『
民
事
保
全
法
の
運
用
と
展
望
』
第
九
六
九
号
（
平
成
二
年
）
二
一

　
三
頁
参
照
。

（
6
）
　
最
判
昭
和
二
六
年
二
月
六
日
民
集
五
巻
三
号
二
一
頁
、
同
昭
和
二
七
年
四

月
四
日
民
集
六
巻
四
〇
四
頁
、
兼
子
・
前
掲
書
…
一
三
頁
、
菊
井
『
判
例
民
事

手
績
法
』
（
昭
和
二
六
年
、
弘
文
堂
）
四
〇
三
頁
以
下
，
吉
川
『
増
補
保
全
訴

訟
の
基
本
問
題
』
（
昭
和
五
二
年
、
第
三
版
、
有
斐
閣
）
六
〇
二
頁
、
原
井
・

吉
川
還
暦
下
八
九
八
頁
以
下
，
三
ケ
月
『
判
例
民
事
訴
訟
法
』
（
昭
和
四
九
年
、

弘
文
堂
）
三
八
六
頁
以
下
な
ど
。
な
お
．
基
本
的
に
は
こ
れ
を
支
持
し
な
が
ら
、

債
務
者
側
の
異
常
損
害
を
考
慮
す
る
こ
と
に
つ
き
異
議
事
由
と
の
混
同
が
生
じ

　
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
危
惧
を
表
明
す
る
の
は
、
柳
川
眞
佐
夫
『
保
全
訴
訟

　
〔
補
訂
版
〕
』
（
昭
和
五
一
年
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）
三
八
七
頁
以
下
。
原
則
と

　
し
て
両
者
相
挨
っ
て
初
め
て
特
別
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
は
、

澤
田
直
也
『
保
全
執
行
法
試
繹
』
（
昭
和
四
七
年
、
布
井
書
房
）
四
五
二
頁
。

（
7
）
柳
川
・
前
掲
書
三
八
七
頁
以
下
、
丹
野
達
『
保
全
訴
訟
の
実
務
1
・
普
通

保
全
訴
訟
』
（
昭
和
六
一
年
、
酒
井
書
店
）
一
二
六
頁
．
西
山
・
概
論
二
二
七

　
頁
以
下
，
菊
井
”
村
松
”
西
山
・
前
掲
書
四
二
四
頁
．
沢
田
・
前
掲
書
四
四
五

　
頁
以
下
、
中
川
善
之
助
・
兼
子
監
修
『
実
務
法
律
大
系
第
八
巻
・
仮
差
押
・
仮

　
処
分
』
〔
林
屋
礼
二
〕
（
昭
和
四
七
年
、
青
林
書
院
新
社
）
コ
ニ
五
頁
以
下
な
ど
。

　なお、

吉
川
・
基
本
間
題
六
〇
二
頁
、
原
井
・
吉
川
還
暦
下
九
〇
三
頁
、
三
ケ

　
月
・
前
掲
書
三
九
五
頁
以
下
参
照
。

（
8
）
山
崎
潮
『
新
民
事
保
全
法
の
解
説
〔
増
補
改
訂
版
〕
』
（
平
成
三
年
、
き
ん

ざ
い
）
二
六
一
頁
。
な
お
、
豊
澤
・
前
掲
二
三
九
頁
、
中
野
貞
一
郎
編
『
民
事

執
行
・
保
全
法
概
説
』
〔
谷
口
安
平
〕
（
平
成
三
年
、
有
斐
閣
）
三
〇
〇
頁
、
松

浦
馨
・
三
宅
弘
人
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
保
全
法
』
〔
栗
田
隆
〕

　
（
平
成
五
年
、
日
本
評
論
社
）
二
二
〇
頁
、
原
井
”
河
合
伸
一
『
実
務
民
事
保

　
全
法
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
平
成
三
年
）
四
三
六
頁
な
ど
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
鹿
　
晋
一

判例研究
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